
やまぐちフラワーランド広告掲出募集要領 
 
 県では、県有資産等を広告媒体として提供することにより、県の新たな財源を確保し、も

って県民サービスの向上と地域経済の活性化を図ることを目的として、広告事業を行ってい

ます。 
 ついては、やまぐちフラワーランド内へ掲出する広告を次のとおり募集します。 
 
１ 広告関係規程 

  広告の掲出に当たっては、「山口県広告取扱要綱」、「山口県広告掲載基準」、「やま

ぐちフラワーランド広告掲出実施要領」に基づいて行います。 

 

２ 掲出場所等 

（１）所在地 

柳井市新庄５００－１ 
（２）掲出施設及び場所 

   やまぐちフラワーランドのセンタープラザ内エントランス壁面 
（３）開園日、時間 
   金曜日～水曜日 午前９時～午後５時  
   ※木曜日（木曜が祝日又は振替休日の場合は翌日）及び年末年始（１２月２７日～ 

１月１日）は、休園日です。 

   ※その他、臨時開園及び休園があります。 
（４）入園者数 
  ①令和７年度実績（令和７年１２月末時点）   ６０，６４９人 

  ②令和６年度実績               ７５，００１人 

 
３ 広告媒体及び規格 

（１）広告媒体 

やまぐちフラワーランドのセンタープラザ内エントランス壁面 

※県が設置した広告掲示用の額内に、広告を掲出することとなります。 
（２）広告の規格 
   Ｂ２版縦（縦728㎜×横515㎜）以内 
 
４ 募集枠数 

  ２枠 
 
５ 広告掲出の要件 

（１）山口県広告取扱要綱第３条第２項各号のいずれかに該当する広告は掲載できません。 

（２）山口県広告掲載基準第３条各号に掲げる業種又は事業者の広告は掲載できません。 

（３）山口県広告掲載基準第４条に該当する内容の広告は掲載できません。 

  ※詳しくは、「山口県広告取扱要綱」及び「山口県広告掲載基準」を参照してください。 

（４）広告掲出に当たっては、別途、行政財産の使用許可が必要となります。 

 
６ 広告掲出期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間とします。 
  ※広告内容は１か月単位で変更可能です。 



７ 広告料の申込価格（１枠当たり） 

  広告料は、９６，０００円（８，０００円／月）を最低価格とし、申込者が提示してく

ださい。（消費税及び地方消費税を含みます。） 
  ※広告原稿等の作成に要する費用は、広告主の負担となります。 
  ※別途、行政財産使用料１０，５８９円（月額８８２円程度）が必要となります。（消

費税及び地方消費税を含みます。） 
 
８ 募集方法等 

（１）募集期間 
   令和８年１月２９日（木）から令和８年２月１２日（木）１７時まで 
（２）申込方法 
      やまぐちフラワーランドの建物内部広告掲出申込書（様式１）に必要事項を記入の

上、必要書類を添えて、農業振興課農地調整班まで持参（平日８時３０分から１７時

まで）、郵送（令和８年２月１２日（木）１７時必着）又は電子メールにて提出して

ください。 

 

（３）広告主の決定方法 
「５ 広告掲出の要件」に基づき、やまぐちフラワーランド内への広告の掲出が適 

当であると認めた者のうち、やまぐちフラワーランドの建物内部広告掲出申込書に記載

されている広告掲出の申込額が高い方から順に広告主に決定します。 
※同額での申込者が２者以上あるときは、くじにより広告主を決定します。 

  ※広告主を決定したときは、各申込者に掲出又は不掲出の旨を通知します。 
 
９ 広告内容の審査 
（１）広告の表示内容に係る留意事項 

   広告原稿等の作成に当たっては、山口県広告掲載基準第５条に規定する業種ごとの基

準に留意してください。 

（２）広告主の決定後、広告内容について事前に審査を行いますので、やまぐちフラワーラ

ンドの建物内部広告掲出承認願（様式２）と広告原稿を指定する日までに、農業振興課

農地調整班まで提出してください。 
  ※審査後、結果を文書により通知します。（様式３、様式４） 
  ※審査の結果、広告内容の修正を指示する場合もありますので留意してください。 
 
10 広告料等の納入 
  広告料及び行政財産使用料を、県が指定する納期限までに、県が発行する納入通知書に

より納入してください。 

 
11 問い合わせ先 
  〒７５３－８５０１ 山口市滝町１－１ 
  山口県農林水産部農業振興課農地調整班 
  TEL ０８３－９３３－３３８０   FAX ０８３－９３３－３３９９ 

E-mail  a17300@pref.yamaguchi.lg.jp 


